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土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・閲覧

　納税者が、自分の土地や家屋の評価額が適
正か判断できるようにするため、土地・家屋
価格等縦覧帳簿を開示します。

■と　き　４月１日㈭～30日㈮
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　※土・日曜日、祝日は除く
■ところ　税務課または
　　　　　各支所地域振興課市民生活室
■その他　�本人確認のため、本人確認書類な

どの提示をお願いします。納税者
の代理の場合は委任状が必要とな
ります。

※�「縦覧」とは、納税者が、ほかの固定資産　（土地・
家屋）と比較して評価額が適正かを判断できる制
度です

※�「閲覧」とは、自分の固定資産（土地・家屋・償却
資産）を確認できる制度です

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て

い
る
人
が
納
め
る
税
金
で
す
。
税
額
は
、
固
定
資
産
評
価
額
を
基
に
算
出
し
ま
す
が
、

こ
の
評
価
額
を
３
年
に
一
度
見
直
す
こ
と
が
地
方
税
法
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

見
直
し
の
内
容

■
土
地
（
宅
地
）

　

�　

商
業
地
や
住
宅
地
な
ど
の
利
用
状
況

に
応
じ
て
再
区
分
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

一
部
の
地
域
で
は
価
格
水
準
が
見
直
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

�　

た
だ
し
、
評
価
額
が
増
加
す
る
場
合

は
、　

税
額
が
急
増
し
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
、　

な
だ
ら
か
に
税
負
担
を
引
き
上

げ
る
「
負
担
調
整
措
置
」
を
行
い
ま
す
。

　

�　

な
お
、
令
和
３
年
度
に
限
り
、
負
担

水
準（
※
）が
商
業
地
な
ど
は
60
％
未
満
、

商
業
地
な
ど
以
外
は
１
０
０
％
未
満
の

そ
れ
ぞ
れ
の
宅
地
に
つ
い
て
、
税
額
が

据
え
置
か
れ
ま
す
。

■
土
地
（
農
地
お
よ
び
山
林
）

　

��　

農
地
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
評
価
替

え
で
は
見
直
し
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

�　

山
林
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
な
価
格

下
落
の
傾
向
を
考
慮
し
、
価
格
を
２
・

９
％
引
き
下
げ
ま
す
。

■
家
屋

　

�　

令
和
２
年
中
に
新
築
ま
た
は
増
築
を

し
た
家
屋
は
、
令
和
３
年
度
評
価
基
準

で
評
価
額
を
決
定
し
ま
す
。
そ
れ
以
外

の
家
屋
は
、
令
和
２
年
度
の
評
価
額
と

令
和
３
年
度
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
計

算
し
た
評
価
額
を
比
較
し
、
低
い
方
を

評
価
額
と
し
ま
す
。

　

�　

な
お
、
平
成
29
年
中
に
住
宅
を
新
築

し
た
人
は
、
３
年
間
の
減
額
措
置
が
終

わ
る
こ
と
に
よ
り
本
来
の
税
額
に
戻
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
償
却
資
産

　

�　

令
和
２
年
中
に
増
加
し
た
資
産
は
、

令
和
３
年
度
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
評

価
額
を
決
定
し
ま
す
。

　

�　

異
動
の
な
い
資
産
は
、
資
産
ご
と
に

耐
用
年
数
に
応
じ
た
減
価
残
存
率
を
乗

じ
て
評
価
額
を
決
定
し
ま
す
。

令和３年度は

固定資産の
評価替えの年です
問い合わせ

税務課資産税係　☎ 53 − 2111（内線 2161 ～ 2163）
記事 ID 土地 0002003

家屋 0044737または各支所地域振興課市民生活室

土地と家屋の評価額は、
４月中旬に固定資産税の
納税通知書と一緒に送付
する課税明細書で確認で
きます。

負担水準

前年度の課税標準額

今年度の評価額
（�×�住宅用地特例率）

＝

※負担水準とは
　�負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が
今年度の評価額に対してどの程度まで達している
かを示すものです


